
高砂市単位自治会事業補助金交付要綱



 （趣旨）

第１条 この要綱は、高砂市単位自治会（以下「単位自治会」という。）が実施する事

業に対し、経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

 （定義）

第２条 この要綱において、「単位自治会」とは、高砂市連合自治会会則（昭和５０年

４月１日施行）第２条に規定する各単位自治会長を代表者とする団体をいう。

 （対象事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、単位自治会が、その目的達成のために行う

事業とする。

 （補助金の額）

第４条 補助金の額は、別表のとおりとする。

 （補助金の交付）

第５条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、高砂市各種事業等補

助金交付規則（昭和４７年高砂市規則第１６号）の規定を準用する。

 （補則）

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。





















別表

単位自治会補助金交付申請金額一覧表






























































































































































備考 

１ 交付金額は、世帯数の区分の最大世帯数に円を乗じた額とする。 

２ 世帯を超える場合の交付金額についても、世帯ごとに区分し、備考１に定めるところにより算出するものとする。 

世 帯 数 の 区 分 交 付 金 額
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